
子育て・教育 福祉・健康 税・証明

医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　

引
き
続
き
医
療
費
受
給
者
証（
重
度

心
身
障
が
い
者
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
・

乳
幼
児
等
の
各
医
療
費
受
給
者
証
）の

対
象
と
な
る
方
に
、
新
し
い
受
給
者
証

を
7
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。
な
お
、

本
年
７
月
31
日
ま
で
は
所
得
制
限
で
受

給
資
格
の
な
か
っ
た
方
で
も
、
平
成
24

年
中
の
所
得
や
控
除
額
の
状
況
に
よ
り

8
月
1
日
か
ら
助
成
対
象
と
な
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
期
限
の
切
れ
た
受
給
者
証
は
、
医
療

助
成
課
ま
た
は
市
役
所
大
麻
出
張
所
へ

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

※
入
院
な
ど
で
医
療
費
の
申
請
手
続
き

の
簡
素
化
や
食
事
代
の
軽
減
の
た
め
に
、

あ
ら
か
じ
め「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

や「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」の
交
付
を
受
け
て
い
る
と
便

利
で
す
。
申
請
手
続
き
な
ど
の
詳
細
は
、

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
に
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

詳
細

医
療
助
成
課
医
療
助
成
係

☎
381
・
1
4
0
3

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

●
被
保
険
者
証（
保
険
証
）の
更
新

　

新
し
い
保
険
証
を
７
月
末
に
郵
送
し

ま
す
。
古
い
保
険
証
は
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。
一
部
負
担
金
の
割
合
は
、
前
年

の
市
民
税
の
課
税
標
準
額
が
145
万
円
以

上
の
方
と
そ
の
同
一
世
帯
の
被
保
険
者

の
方
は「
３
割
」、そ
れ
以
外
の
方
は「
１

割
」と
な
り
ま
す
。
な
お
、
今
年
か
ら

有
効
期
限
は
1
年
ご
と
の
更
新
と
な
り

ま
す
。
紙
は
ピ
ン
ク
色
と
な
り
ま
す
。

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
認
定
証

（
減
額
認
定
証
）の
更
新

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
へ
新
し
い

減
額
認
定
証
を
７
月
末
に
郵
送
し
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
24
年
の
所
得
判
定
で
住

民
税
課
税
世
帯
と
な
っ
た
場
合
は
交
付

さ
れ
ま
せ
ん
。
紙
は
水
色
と
な
り
ま
す
。

※
新
規
の
申
請
は
入
院
の
予
定
な
ど
が

な
く
て
も
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
自
己
負
担
割
合
や
減
額
認
定
証
が

変
わ
る
場
合

　

市
民
税
の
更
正
で
課
税
状
況
が
変

わ
っ
た
場
合
や
、
世
帯
構
成
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
、
有
効
期
限
内
で
も
負
担

割
合
や
限
度
額
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
際
に
は
新
し
い
保
険
証

や
減
額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。
ま

た
課
税
世
帯
と
な
っ
た
場
合
は
、
減
額

認
定
証
は
有
効
期
限
内
で
も
回
収
し

ま
す
。

●
医
療
費
通
知
の
送
付

　

医
療
費
を
半
年
ご
と
に
ま
と
め
た
医

療
費
通
知
を
、
希
望
さ
れ
た
方
に
送
付

し
て
い
ま
す
。次
回
の
発
行
は
8
月（
平

成
24
年
1
〜
6
月
分
）で
す
。
新
た
に

発
行
を
希
望
さ
れ
る
方
は
8
月
9
日
㈮

ま
で
に
医
療
助
成
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
す
で
に「
発
行
希
望
」の
連
絡
を

し
て
い
る
方
は
、
再
度
の
連
絡
は
不
要

で
す
。
※
こ
の
通
知
は
確
定
申
告
な
ど

の「
医
療
費
控
除
」の
領
収
書
の
代
わ

り
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

詳
細

医
療
助
成
課
高
齢
者
医
療
係

☎
381
・
1
4
0
3

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
290
・
5
6
0
1

子
育
て
・
教
育

マ
タ
ニ
テ
ィ
ス
ク
ー
ル

　

妊
娠
中
の
注
意
や
心
構
え
、
赤
ち
ゃ

ん
を
迎
え
る
た
め
の
準
備
、
仲
間
づ
く

り
の
た
め
に
開
催
し
ま
す
。

日
程
／
①
8
月
19
日
㈪
、②
8
月
26
日
㈪
、

③
9
月
2
日
㈪
の
3
日
間
1
コ
ー
ス
。

時
間
／
①
②
9
時
50
分
〜
12
時
。
③
9

時
50
分
〜
12
時
15
分
。

申
込
方
法
／
7
月
22
日
㈪
〜
8
月
9
日

㈮
に
電
話
申
込
。
無
料 

会
場
・
申
込
先
・
詳
細

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
385
・
5
2
5
2

す
こ
や
か
ベ
ビ
ー
サ
ロ
ン

対
象
／
平
成
25
年
4
月
1
日
〜
6
月

30
日
生
ま
れ
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護
者
。

無
料 

日
時
／
8
月
26
日
㈪
10
時
〜
12

時
。
内
容
／
健
康
に
つ
い
て
の
お
話
、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
保
育
士
に
よ
る

遊
び
の
紹
介
、
参
加
者
や
マ
タ
ニ
テ
ィ

ス
ク
ー
ル
受
講
中
の
妊
婦
さ
ん
と
の
交

流
、育
児
相
談
な　

　

ど

。

定
員
／
30
組
。
先
着 

※
1
人
目
の
お

子
さ
ん
を
優
先
。

申
込
方
法
／
7
月
29
日
㈪
〜
8
月
16
日

㈮
に
電
話
申
込
。

会
場
・
申
込
先
・
詳
細

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
385
・
5
2
5
2

両
親
学
級

日
時
／
9
月
14
日
㈯
13
時
〜
15
時
30
分
。

無
料 

内
容
／
育
児
実
習
、
妊
婦
体
験

な　
　

ど

。
持
ち
物
／
母
子
手
帳
、筆
記
用
具
、

飲
み
物
。

申
込
方
法
／
7
月
22
日
㈪
〜
9
月
6
日

㈮
に
電
話
申
込
。

会
場
・
申
込
先
・
詳
細

保
健
セ
ン
タ
ー
☎
385
・
5
2
5
2

児
童
手
当
の
現
況
届

　

児
童
手
当
の
現
況
届
は
、
7
月
1
日

㈪
が
提
出
期
限
で
す
。
提
出
さ
れ
な
い

場
合
は
、
6
月
以
降（
10
月
支
給
分
）の

手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

現
況
届
の
用
紙
は
、
6
月
上
旬
に
送
付

し
て
い
ま
す
が
、
手
元
に
届
い
て
い
な

い
場
合
や
紛
失
し
た
場
合
は
再
度
送
付

し
ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

提
出
先
／
子
ど
も
家
庭
課
ま
た
は
市
役

所
大
麻
出
張
所
。
郵
送
提
出
可
。

詳
細

子
ど
も
家
庭
課
☎
381
・
1
4
0
8

特
別
児
童
扶
養
手
当
と

児
童
扶
養
手
当

　
●
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

身
体
や
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
の
保
護
者
に
支
給
。

林
野
火
災
や
野
火
の
大
半
は
、ご
み
焼
き
・
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
・
火
遊
び
な
ど
に
よ
り
発
生
し
て
い
ま
す
。
大
き
な
火
災
へ
と
拡
大
す
る
た
め
、絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。（
消
防
署
予
防
課
）
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その他講座・催し物スポーツ 消防募集 消防講座・催し物スポーツ 募集・その他

対
象
／
①
身
体
障
害
者
手
帳
で
障
が
い

の
程
度
が
1
級
〜
3
級（
4
級
の
1
部
）

に
該
当
す
る
方
。
②
療
育
手
帳
で
判
定

が
Ｂ
以
上
に
該
当
す
る
方
。
※
所
定
の

診
断
書
を
申
請
書
に
付
け
る
こ
と
で
対

象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
児
童
扶
養
手
当

　

18
歳
未
満（
18
歳
に
な
る
年
度
ま
で
）

の
児
童
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
に
、
そ
の
父
ま
た
は
母（
ま
た
は

養
育
者
）に
支
給
。

対
象
／
①
父
母
が
離
婚
し
て
い
る
。

②
父
ま
た
は
母
が
行
方
不
明
で
生
死
が

１
年
以
上
明
ら
か
で
な
い
。
③
父
ま
た

は
母
が
死
亡
し
て
い
る（
遺
族
年
金
に

該
当
し
な
い
場
合
）。
④
父
ま
た
は
母

に
障
が
い
が
あ
る（
一
定
要
件
あ
り
）。

⑤
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
１
年
以

上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
。
⑥
父
ま
た
は
母

が
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
し
て
い
る
。

⑦
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
。

⑧
父
ま
た
は
母
が
そ
れ
ぞ
れ
母
ま
た
は

父
の
申
し
立
て
に
よ
り
保
護
命
令
を
受

け
た
。
※
ど
ち
ら
の
手
当
も
所
得
制
限

が
あ
る
ほ
か
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
。

申
込
先
・
詳
細

子
ど
も
家
庭
課
☎
381
・
1
4
0
8

巡
回
児
童
相
談

　

子
ど
も
の
し
つ
け
、言
葉
の
遅
れ
、学

校
生
活
に
お
け
る
人
間
関
係
の
不
適
応

な
ど
に
関
す
る
相
談
を
、
専
門
の
相
談

員
が
受
け
ま
す
。
先
着

日
時
／
9
月
2
日
㈪
10
時
〜
17
時
。

会
場
／
総
合
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー（
錦

町
14-

87
）。

主
催
／
北
海
道
中
央
児
童
相
談
所
。

申
込
先
・
詳
細

子
ど
も
家
庭
課
内
家
庭
児
童
相
談
室

☎
381
・
1
2
3
6

「
こ
ど
も
１
１
０
番
の
家
」
募
集

　
「
こ
ど
も
1
1
0
番
の
家
」は
、
子

ど
も
た
ち
が
危
険
な
目
に
遭
っ
た
と

き
、
い
ち
早
く
逃
げ
込
め
る
場
所
と
安

全
を
確
保
す
る
た
め
、
地
域
の
方
々
の

善
意
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ご
協
力
を
い
た
だ
け
る
一
般
家
庭
お
よ

び
事
業
所
を
募
集
し
ま
す
。

○
各
校
区
内
児
童
生
徒
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
ま

た
は
緊
急
時
に
家
族
ぐ
る
み
で
保

護
、通
報
に
即
応
で
き
る
方
。

○
青
少
年
の
健
全
育
成
に
理
解
と
熱
意

が
あ
る
方
、ま
た
は
事
業
所
。

詳
細

少
年
指
導
セ
ン
タ
ー
☎
384
・
7
8
3
0

地
域
子
育
て
サ
ロ
ン

　

0
歳
児
〜
幼
稚
園
就
園
前
の
お
子
さ

ん
と
保
護
者
が
遊
べ
る
場
で
す
。
直
接

会
場
へ
。
無
料

時
間
／
10
時
〜
12
時
。

詳
細

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
す
く
す
く

☎
381
・
1
9
2
0

親
子
に
こ
に
こ
ひ
ろ
ば

　

お
も
ち
ゃ
な
ど
で
楽
し
く
遊
び
自
由

に
過
ご
せ
る
場
で
す
。
お
子
さ
ん
は
名

札
を
つ
け
て
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
直

接
会
場
へ
。
無
料

対
象
／
就
学
前
の
お
子
さ
ん
と
保
護
者
。

時
間
／
10
時
〜
11
時
30
分
。

多
胎
児
と
保
護
者
の
方
の
あ
そ
び
の
ひ
ろ
ば

「
さ
く
ら
ん
ぼ
ひ
ろ
ば
」
の
日

　　

双
子
・
三
つ
子
な
ど
多
胎
児
の
親
子

が
ゆ
っ
く
り
く
つ
ろ
い
だ
り
、
保
護
者

同
士
の
情
報
交
換
も
で
き
る
ひ
ろ
ば
で

す
。
食
事
や
離
乳
食
を
と
る
こ
と
も
で

き
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
ご
持
参

く
だ
さ
い
。
直
接
会
場
へ
。

対
象
／
0
歳
〜
就
学
前
の
双
子
・
三
つ

子
の
お
子
さ
ん
と
保
護
者
、
多
胎
妊
婦

の
方
。
無
料

日
時
／
7
月
4
日
㈭
・
8
月
1
日
㈭
9

時
30
分
〜
12
時
。

会
場
・
詳
細

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
す
く
す
く

☎
381
・
1
9
2
0

7
月
21
日
㈰
は
全
市
一
斉
清
掃
の
日
で
す
。
夏
を
き
れ
い
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。（
江
別
市
自
治
会
連
絡
協
議
会
／
江
別
市
民
憲
章
推
進
協
議
会
）
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サロン名 会　場 7月 8月
サロンみはらし 見晴台自治会館 見晴台 54-5 9日㈫ 6日㈫
サロンさなえ 早苗集会所 上江別東町 15-3 3日㈬ 7日㈬
サロンおおあさ 大麻西地区センター 大麻沢町 26-2 30日㈫ 20日㈫
サロンあさひ 区画整理記念会館 朝日町 11-12 5日㈮ 9日㈮
民生委員児童委員が運営するサロン 7月 8月

サロンいずみ野 いずみ野自治会館 いずみ野 1-2☎ 384-2378  三橋（ミツハシ） 1日㈪ 5日㈪

あそびのひろば 東野幌青少年会館 野幌東町 62-3☎ 384-4474  斉藤
5日㈮
19日㈮

2日㈮
16日㈮

会　場 7月 詳　細

にこにこ
豊幌

豊幌地区センター
豊幌 686-10 19日㈮ 子育て支援センター すくすく

☎ 381-1920

にこにこ
野幌

野幌公民館
野幌町 13-6 30日㈫ 子育て支援センター ゆうあい

☎ 384-0332

にこにこ
東野幌

野幌鉄南地区センター
東野幌本町 62-1 18日㈭ 子育て支援センター わかば

☎ 383-7732

にこにこ
大麻

大麻東地区センター
大麻東町 13-11 26日㈮ 子育て支援センター もりのこ

☎ 387-8819
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